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〈
令
和
元
年
度
補
正
予
算
〉

■
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
７
号
）

　

歳
入
、
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
、９
７
３
万
２
千
円
を
減
額
し
、

84
億
９
４
８
万
６
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
歳
入
予
算
の
主
な
内
容
】

 

・
財
政
調
整
基
金
繰
入
金 

▲
６
、６
３
４
万
１
千
円

 

・
減
債
基
金
繰
入
金 

▲
１
億
円

【
歳
出
予
算
の
主
な
内
容
】

 

・
町
道
日
野
団
地
線
消
雪
施
設
整
備
事
業 

２
、７
２
０
万
円

 

・
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業 
▲
６
０
０
万
７
千
円

 

・
多
面
的
機
能
支
払
交
付
金 
▲
７
２
１
万
９
千
円

 

・
南
越
消
防
組
合
負
担
金 

▲
１
、２
０
２
万
４
千
円

■
特
別
会
計
補
正
予
算

　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
な
ど
８
特
別
会
計
で
計
３
、

６
４
４
万
５
千
円
を
減
額
し
、
補
正
後
の
特
別
会
計
の
予
算

総
額
は
、
37
億
５
、７
５
６
万
３
千
円
と
し
ま
し
た
。

■
企
業
会
計
補
正
予
算

　

水
道
事
業
会
計
は
、３
５
９
万
６
千
円
を
減
額
し
、４
億 

７
、

８
８
６
万
７
千
円
と
し
ま
し
た
。

■
町
道
路
線
の
認
定

　

今
庄
旭
１
号
線
、
今
庄
旭
２
号
線
を
町
道
に
認
定
し
ま
し
た
。

■
財
産
の
無
償
譲
渡

　

河
野
村
漁
業
協
同
組
合
へ
貸
与
し
て
い
る
船
舶
を
無
償
で
譲

渡
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

■
権
利
の
放
棄

　

徴
収
の
見
込
が
な
い
水
道
使
用
料
の
未
収
金
１
７
、８
２
０
円

に
つ
い
て
、
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

■
糠
漁
港
離
岸
堤
機
能
増
進
工
事（
そ
の
１
）変
更
契
約
の
締
結

　

５
、６
７
２
、４
０
０
円
増
額
し
、
８
６
、５
２
２
、４
０
０
円

で
契
約
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

■
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
管
理
期
間
の
変
更
に
つ
い
て

　

今
庄
３
６
５
ス
キ
ー
場
ほ
か
６
施
設
の
指
定
管
理
期
間
を
１

年
短
縮
し
ま
し
た
。

■
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

今
庄
３
６
５
温
泉
や
す
ら
ぎ
ほ
か
２
施
設
の
指
定
管
理
者
を

定
め
ま
し
た
。

〈
令
和
２
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）〉

 

（
関
連　

本
紙
６
〜
８
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

■
南
越
前
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任

　

次
の
方
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

▪
畑　
　

耕
一 

氏（
東　

谷
）　

▪
中
澤
さ
よ
子 

氏（
稲
荷
・
今
庄
）

▪
小
道　

秀
昭 

氏（
河　

野
）

■
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

　

次
の
方
を
推
薦
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

▪
上
山　

優
美 

氏（
荒　

目
）　

▪
細
川　
　

治 

氏（　

栄　

）

■
免
税
軽
油
制
度
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書

　

免
税
軽
油
制
度
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
採
択
し

ま
し
た
。

●
報
告

　

次
の
専
決
処
分
事
項
の
報
告
を
し
ま
し
た
。

▪ 

法
律
上
町
の
義
務
に
属
す
る
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の

額
の
決
定

〈
令
和
２
年
度
当
初
予
算
〉 

（
関
連 

本
紙
６
〜
８
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

■ 

南
越
前
町
景
観
条
例
の
制
定

　

景
観
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
お
よ
び
良
好
な
景
観
の
形

成
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
た
め
に
制
定
し
ま
し
た
。

■ 

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等

を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等

を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

い
、
関
係
す
る
条
例
を
改
正
し
ま
し
た
。

■ 

南
越
前
町
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
等

　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
服
務
の
宣
誓
規

定
の
追
加
を
行
う
ほ
か
、
所
要
の
改
正
等
を
し
ま
し
た
。

■ 

南
越
前
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正

　

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

■ 
南
越
前
町
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
改
正

　

民
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
敷
金
の
取
扱
い
規
定
を
追
加
等

し
ま
し
た
。

■ 

南
越
前
町
水
道
事
業
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、

条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

■ 

南
越
前
町
町
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

　

道
路
構
造
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
町
道
に
お
け
る
自
転
車

通
行
帯
の
設
置
要
件
の
新
設
等
を
し
ま
し
た
。

■
南
越
前
町
青
少
年
育
成
代
継
基
金
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

国
が
実
施
す
る
大
学
等
の
修
学
費
無
償
化
に
伴
い
、
給
付
型

奨
学
金
制
度
を
廃
止
し
、
新
た
に
ふ
る
さ
と
教
育
の
推
進
に
関

す
る
事
業
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

■
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
ほ
か
町
の
24
施
設
の
指
定
管
理
者

を
定
め
ま
し
た
。

■
南
越
前
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

　

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
ま

ち
づ
く
り
計
画
を
変
更
し
ま
し
た
。

（単位：千円）

会計名 補正前の額 補正額 計

国民健康保険 1,139,864 △ 3,174 1,136,690

国民健康保険
今庄診療所 253,313 118 253,431

河 野 診療所 98,530 △ 4,200 94,330

後 期 高齢者
医 療 145,454 3,266 148,720

農業集落排水 299,461 △ 4,750 294,711

老人保健施設 175,164 199 175,363

介 護 保 険 1,443,775 △ 26,124 1,417,651

下 水 道 222,138 △ 1,780 220,358

（企業会計）
水 道 事 業 482,463 △ 3,596 478,867

３
月
議
会
定
例
会
　

３
月
３
日
か
ら
19
日
ま
で
を
会
期
に
、
町
議
会
定
例
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
令
和
元
年
度
南
越
前
町
一
般
会
計
補
正
予
算
案
を
は
じ

め
、
令
和
２
年
度
南
越
前
町
一
般
会
計
予
算
案
な
ど
44
議
案
が
審
議
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

【
代
表
質
問
】

○
平
泉　

初
男 

議
員

▪ 

町
長
の
提
案
理
由
に
対
し
て
、

議
会
を
代
表
し
て
質
問
を
し
ま

し
た
。

【
一
般
質
問
】

○
平
谷　

弘
子 

議
員

▪ 

本
町
の
納
税
に
つ
い
て

○
大
浦　

和
博 

議
員

▪ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
に

伴
う
取
り
組
み
に
つ
い
て

▪ 

北
陸
新
幹
線
延
伸
に
伴
う
観
光

誘
客
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

▪
公
共
施
設
の
あ
り
方
に
つ
い
て

○
山
本　
　

優 

議
員

▪ 

第
二
次
総
合
計
画
策
定
と
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
と
の
関
連
に
つ
い
て

▪ 

北
陸
在
来
線
の
活
性
化
と
北
陸

新
幹
線
の
駅
名
に
つ
い
て

▪ 

新
型
コ
ロ
ナ
発
生
に
伴
う
小
中

学
校
の
対
応
に
つ
い
て

○
加
藤　

伊
平 

議
員

▪ 

第
２
次
総
合
計
画
後
期
基
本
計

画
に
つ
い
て

▪ 

在
宅
介
護
の
介
護
者
支
援
に
つ

い
て

○
高
橋　

宏
介 

議
員

▪ 

宇
津
尾
地
区
に
計
画
の
あ
る
風

力
発
電
事
業
に
つ
い
て

▪ 

ト
レ
イ
ル
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
つ
い

て
○
熊
谷　

良
彦 

議
員

▪ 「
南
越
前
町
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
」設

置
に
つ
い
て

南越前町遠距離通勤者高速道路利用支援事業補助金の流れ
〈概　要〉  ４月１日時点にて65歳以下の町内在住勤務者に高速道路利用１回につき50円

（上限2,000円 /月）を補助します。
〈対象区間〉 居住地最寄り IC～勤務地最寄り IC※
 ※勤務地最寄り ICは、福井 IC以北、木之本 IC以南、若狭美浜 IC以西

申　請　者
❶補助金の資格認定申請
　・資格認定申請書
　・勤労および通勤証明書　等

❹資格認定決定通知の受領

❺実績報告および請求
　（前期分・後期分）
　・実績報告書および請求書
　・ETC利用証明書　等

❽口座振込

役　　　場
❷資格認定申請書類の確認

❸資格認定の決定・通知

❻報告内容の確認

❼補助金の支払い（前期分・後期分）

詳細と提出書類のダウンロードは、町ホームページをご覧ください。
■問合せ　総務課　☎ 0778－47－8000

ドライブレコーダー設置を支援します（65歳以上の高齢者対象）
　高齢運転者の安全運転意識の向上および、あおり運転等の犯罪の抑止・検挙率向上を図り、事故等の解決
に迅速に対処できることを目的にドライブレコーダーの設置を支援します。
対 象 者　 令和２年４月１日以降にドライブレコーダーを自家用自動車に設置（後付け）した
　　　　　満 65歳以上の町民（自動車購入時に設置した場合を含む）
支援内容　一人当たり補助対象経費 1/2 の補助金 (上限 25,000 円 ) を交付します。
※支援内容詳細または申請方法等については、お問合せください。
■問合せ　総務課防災安全室　℡ 0778－47－8016

南越前町遠距離通勤者高速道路利用支援事業が始まります


